
官 幸長 (号 外)

明
治
二
十
五
年
二
月
二
十

一
日

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
六
日
　
衆
議
院
会
議
録
第
二
十
三
号
　
永
年
在
職
議
員
の
表
彰
の
件

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
六
日
（本
曜
日
）

議
事
日
程
　
第
十
七
号

平
成

二
十
二
年
五
月
二
十
六
日

午
後

一
時
開
議

第

一　

電
波
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（内
閣
提

出
、
参
議
院
送
付
）

第

二
　
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

（内
閣
提
出
、
参
議
院
送
付
）

第
三
　
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

（内
閣
提
出
、
参
議
院
送
付
）

第
四
　
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る

一
般
旅
券
の

発
給
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

（内
閣
提
出
）

○
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

永
年
在
職
の
議
員
大
野
功
統
君
、
武
部
勤
君
、
日
田
博

之
君
、
金
子

一
義
君
、
川
端
達
夫
君
、
鳩
山
由
紀
夫

君
、
村
上
誠

一
郎
君
、
逢
沢

一
郎
君
及
び
石
破
茂
君

に
対
し
、
院
議
を
も

っ
て
功
労
を
表
彰
す
る
こ
と
と

し
、
表
彰
文
は
議
長
に

一
任
す
る
の
件

（議
長
発
議
）

日
程
第

一　

電
波
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（内

閣
提
出
、
参
議
院
送
付
）

日
程
第
二
　
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株

式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

（内
閣
提
出
、
参
議
院
送
付
）

○
聯
百
七
十
七
知

血外
議
置
開
〈
至
議

得
り
　
第
二
十
三
号

号
外
平
成

二
十
三
年
五
月

二
十
六
日

日
程
第
二
　
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

（内
閣
提
出
、
参
議
院
送
付
）

日
程
第
四
　
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る

一
般
旅

券
の
発
給
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

（内
閣
提
出
）

午
後

一
時
三
分
開
議

○
議
長

（横
路
孝
弘
君
）

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

永
年
在
職
議
員
の
表
彰
の
件
　
　
．

○
議
長

（横
路
孝
弘
君
）

お
諮
り
い
た
し
ま
す
．

本
院
議
員
と
し
て
在
職

二
十
五
年
に
達
せ
ら
れ
ま
し
た

大
野
功
統
君
、
武
部
勤
君
、
園
田
博
之
君
、

金
子

一
義

君
、
川
端
達
夫
君
、
鳩
山
由
紀
夫
君
、
村
上
誠

一
郎
君
、

逢
沢

一
郎
君
及
び
石
破
茂
君
に
対
し
、
先
例
に
よ
り
、
院

議
を
も

っ
て
そ
の
功
労
を
表
彰
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。表

彰
文
は
議
長
に

一
任
さ
れ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
議
員

横
路
孝
弘
君
）

御
異
議
な
し
と

認
め
ま
す
．

よ

っ
て
、
そ
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
表
彰
文
を
順
次
朗
読
い
た
し
ま
す
。

議
員
大
野
功
統
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と
八

回
在
職

二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く
し

民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も

っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

〔拍
手
〕

議
員
武
部
勤
君
は
衆
議
院
饉
員
に
当
選
す
る
こ
と
八
回

在
職

二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く
し
民

意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も

っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

（拍
手
〕

議
員
園
田
博
之
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と
八

回
在
職
二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く
し

民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も
っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

〔拍
手
〕

議
員
金
子

一
義
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と
八

回
在
職

二
十
五
年
に
及
び
常
に
意
政
の
た
め
に
尽
く
し

民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も

っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

〔拍
手
〕

議
員
川
端
達
夫
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と
八

回
在
職

二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く
し

民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も

っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

〔拍
手
〕

議
員
鳩
山
由
紀
夫
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と

八
回
在
職
二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く

し
民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も

っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

〔拍
手
〕

議
員
村
上
誠

一
郎
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と

八
回
在
職

二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く

し
民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た

よ

っ
て
衆
議
院
は
君
が
永
年
の
功
労
を
多
と
し
特
に
院

議
を
も

っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る

〔拍
手
〕

議
員
逢
沢

一
郎
君
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
す
る
こ
と
八

回
在
職
二
十
五
年
に
及
び
常
に
憲
政
の
た
め
に
尽
く
し

民
意
の
伸
張
に
努
め
ら
れ
た



報 (号 外)

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六
日
　
衆
議
院
会
議
録
第

二
十
二
号
　
永
年
在
職
議
員
の
表
彰
の
件

村
上
誠

一
郎
君
の
あ
い
さ
つ

こ
の
度
、
院
議
を
も

っ
て
永
年
在
職
議
員
の
表
彰
の

栄
誉
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
は
、
身
に
余
る
光
栄
で
あ

り
、
感
慨
無
量
の
思
い
で
す
。

昭
和
六
十

一
年
の
初
当
選
以
来
、
八
期
連
続
私
を
支

え
続
け
て
下
さ

っ
た
地
元
愛
媛
の
皆
様
、
全
国
で
応
援

し
て
下
さ

っ
た
方
々
、
議
員
同
僚
の
皆
様
、
党
職
員
、

事
務
所

・
役
所
の
ス
タ
ツ
フ
、
そ
し
て
母
、
家
族
に
心

か
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
小
学
生
の
時
に
宮
沢
質
治
の
「全
人
類
が
幸

福
に
な
ら
な
い
限
り
、
個
人
の
幸
福
は
あ
り
え
な
い
」

と
い
う
文
章
に
出
合
い
、
政
治
家
を
志
し
ま
し
た
。

父
信
二
郎
、
伯
父
孝
太
郎
が
私
の
大
学
入
学
前
後
に

早
世
し
た
た
め
、

二
人
の
遣
志
を
継
ぐ

べ
く
、
財
政
、

国
防
、
外
交
、
教
育
を
中
心
に
政
治
活
動
を
行

っ
て
き

ま
し
た
。

大
蔵
政
務
次
官
を
皮
切
り
に
、
自
民
党
財
政
部
会

長
、
衆
議
院
大
蔵
常
任
委
員
長
、
初
代
財
務
副
大
臣
を

歴
任
し
て
き
ま
し
た
。
大
蔵
委
員
長
の
時
は
パ
ブ
ル
崩

壊
後
の
金
融
危
機
で
、
日
本
発
の
世
界
金
融
恐
慌
を
起

こ
さ
な
い
と
い
う
固
い
決
意
の
下
、
六
十
数
本
の
法
案

を
処
理
し
ま
し
た
。
財
務
副
大
臣
の
時
に
は
二
度
予
算

編
成
を
し
、
戦
後
初
め
て
の
診
療
報
酬
の
引
き
下
げ
等

を
担
当
し
ま
し
た
。
自
民
党
愛
媛
県
連
会
長
と
し
て

は
、
中
選
挙
区
か
ら
小
選
挙
区

へ
の
移
行
時
に
、
七
人

の
衆
議
院
議
員
の
調
整
に
尽
力
し
、
ま
た
明
る
い
県
政

の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
ま
し
た
。

平
成
十
六
年
に
、
行
政
改
革

・
構
造
改
革
特
区

・
地

域
再
生
担
当
の
国
務
大
臣
、
ま
た
規
制
改
革

・
産
業
再

生
機
構
担
当
の
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
と
し
て
初
入
閣

し
ま
し
た
。
行
政
改
革
で
は
三
十
二
の
独
立
行
政
法
人

を
二
十
二
に
再
編
し
、
公
益
法
人
制
度
改
革

・
公
務
員

制
度
改
革
等
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
規
制
改
革
に
お
い

て
は
市
場
化
テ
ス
ト

・
混
合
診
療
の
解
禁

。
中
医
協
の

見
直
し

・
幼
保

一
元
化
等
を
手
掛
け
ま
し
た
。
地
域
再

生
に
お
い
て
は
地
域
再
生
法
の
成
立
と
地
域
再
生
計
画

を
四
百
五
十
三
件
認
可
し
、
特
区
に
お
い
て
は
学
校
の

天
丼
高
規
制
の
撤
廃
等
全
国
的
な
規
制
緩
和
を
実
現
し

ま
し
た
。
産
業
再
生
機
構
に
お
い
て
は
ダ
イ
エ
ー

・
ミ

サ
ワ
ホ
ー
ム

・
ア
ビ
バ
ジ
ャ
バ
ン
等
十
八
件
の
支
援
決

定
等
を
行
い
ま
し
た
。
不
眠
不
休
で
あ
り
ま
し
た
が
、

非
常
に
充
実
し
た
十
四
ケ
月
で
し
た
。

今
、
日
本
の
喫
緊
且
つ
最
大
の
課
題
は
、
財
政

・
外

交

・
教
育
の
立
て
直
し
と
、
東
日
本
大
震
災
の
復
興
で

す
。
財
政
は
歳
入
欠
陥
構
造
を

一
日
も
早
く
是
正
し
、

受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
持
続
可
能
な
社
会

保
障
制
度
を
構
築
し
、
財
政
破
綻
を
食
い
止
め
る
こ
と

で
す
。
外
交
は
日
米
関
係
を
修
復
し
、
更
に
強
化
し
て
・

世
界
に
貢
献
で
き
る
国
家
を
目
指
す
こ
と
で
す
。
教
育

は
「読
み
、
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
」
と
躾
、
即
ち
読
解
力

・

文
章
力

・
数
的
処
理
能
力
を
強
に
し
、
中
等
教
育
に
お

い
て
自
分
の
頭
で
考
え
抜
く
力
を
つ
け
、
公
の
精
神
と

青
年
の
衿
持
を
持
っ
た
リ
ー
ダ
ー
を
作
る
こ
と
で
す
。

こ
の
財
政

・
外
交

・
教
育
の
立
て
直
し
と
、
福
島
原

発
事
故
の
早
期
収
東
と
東
日
本
の
復
興
の
た
め
に
政
治

生
命
あ
る
限
り
、
河
本
敏
夫
先
生
の
「政
治
家
は

一
本

の
ロ
ー
ツ
ク
た
れ
。
（政
治
家
は
己
の
身
を
焦
が
し
て

周
り
を
明
る
く
照
ら
せ
ご
と
い
う
言
葉
を
肝
に
銘
じ
、

全
身
全
霊
で
立
ち
向
か
う
所
存
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
政
界
に
お
い
て
ご
指
導
ご
鞭
撻
頂
い
た
皆

様
、
と
り
わ
け
河
本
敏
夫
先
生
、
竹
下
登
先
生
、
梶
山

静
六
先
生
方
に
感
謝
を
中
し
上
げ
、
表
彰
に
対
す
る
御

礼
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。


